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４節　第３期 「わかちあいプラン」の特徴

（１）お互いさま事業（重点事業）

お
互

い
さ

ま

（２）第２期わかちあいプランでは・・・

１．サロンの拡充

２．広報・ＰＲ

３．支え合いの仕組みづくり

４．地域ケア拠点の取り組み

５．その他

　

１．サロンの充実
２．広報・ＰＲ
３．支え合いの仕組みづくり
４．地域ケア拠点の取り組み
５．その他

５本の柱

＋  地 区 社 協 活 動 計 画

14の地区社協が、それぞれ活動計画を策定しました
地域の核となって活動を推進する地区社会福祉協議会の
活動を豊かにし、地域力をさらに高めていきました。

５本の柱

空き店舗を活用した拠点の開設など拠点の整備を実施
福祉機器の貸出を実施

市・いちかわ社協への要望等

 平成２５年3月末現在のてるぼサロンの
開設数は９６か所　目標は１００か所

課題 ： 公的事業との協働・検討 

 各地区社協の広報紙発行支援、ホームページ、
いちかわ社会福祉だよりでＰＲを実施

課題 ： 広報・ＰＲ支援の検討 

課題 ： 地域課題に則した具体的な
　　　　地区社協事業実施の支援

いちかわ社協では、「共助」「互助」を基盤に、地区社協を中心とした「お互いさま」のまちづくり
を進めることとしています。
このことから第３期『わかちあいプラン』では、平成 25 年度から平成 29 年度までの計画期間内

で新たに『お互いさま事業』を立ち上げて、支え合い助け合いの形である「共助」「互助」を具体的
に地域で展開することを目指しています。
『お互いさま事業』のコンセプトは、地域において福祉サービスを必要としている人の生活課題を
総合的に把握し、その人に対して最もふさわしいサービスを地域がつくる支え合いの体制のなかで提
供することとしています。
すなわち、「電球が切れてしまったけど交換ができない」など、急に困った時にちょっとした声掛

けができる隣近所の支え合い助け合いのきっかけを構築するのが、『お互いさま事業』であり、地域
福祉活動への住民参加を促進し、地域の方々自らが主体となったサービス体系を確立することで " 福
祉のふるさと " としての『福祉コミュニティ』の実現をめざしています。
このように『お互いさま事業』は、地域の方々が主体的に進めていただくものであることから、あ

らかじめ、要綱などで統一的な進め方などを定めておくものではなく、また、詳細な決めごとも設け
ません。
地域の方々が地域の状況にあわせてやりやすい方法で取り組んでいただくのが『お互いさま事業』

です。
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５節　市川市地域福祉計画との関係

（１）市川市地域福祉計画

（２）わかちあいプラン
　　（いちかわ社協地域福祉活動計画）

（３）『わかちあいプラン』の策定作業について

（２）新たに災害時対応を計画に

（３）計画の評価と見直しを明記

　　
　　全体計画編　　

 

 

わかちあいプラン

　　地区社協活動計画編

第３期『わかちあいプラン』からは、計画の実効性をより担保するために計画の進捗状況の評価と
見直しの手法を計画のなかに位置付けました。
『わかちあいプラン』は、地域福祉を進めるうえでの行動目標や重点などを示した「全体計画編」
と 14 の地区社協ごとに策定した「地区社協活動計画編」から構成されていますが、それぞれの計画
編の進捗状況を地区の方々が評価するとともに計画と実績のずれを検証し、必要に応じて目標等の見
直し（計画のローリング）を行うこととしています。
（第６章１節、２節を参照）

第３期『わかちあいプラン』では、近い将来に発生が予測されている大規模地震に備えて、災害時
における行政や民間団体、近隣の社会福祉協議会などとの連携支援体制の強化や、災害ボランティア
センターの立ち上げ訓練の充実、地域での孤立化を防ぐための高齢者や障がい者の世帯、子育て中の
世帯などへの支援の充実を新たに計画に盛り込んでいます。
（第 3章 7節を参照）

『わかちあいプラン』は、いちかわ社協が住民主体の地域福祉を推進するために策定する計画で、
市内１４の地区社協の活動を基盤として、地域における支え合いである「互助」の確立に向けてその
行動目標や重点方針を定めています。
また、『わかちあいプラン』の「地区社協活動計画編」は、１４地区社協ごとに地域の方々が討議

を重ねて策定したもので、自らの地域は自らがつくることを実践することが特徴である計画となって
います。
市川市が策定する『市川市地域福祉計画』は、地域が進める「共助」「互助」を支援してく役割を担っ

ており、一方、『わかちあいプラン』は、「共助」「互助」を実践を通して成果あるものにしていく立
場にあります。
このように『市川市地域福祉計画』と『わかちあいプラン』とは車の両輪関係にあり、安心して暮

らせる『福祉コミュニティ』づくりと地域福祉の推進に向けて両計画を一体的に進めていくこととし
ます。

第 3期『わかちあいプラン』は、平成 25 年度を初年度とする市川市の『第 3期地域福祉計画』と
計画期間を同じくするために、市の計画と同時進行で策定を進めてきました。
しかし、『わかちあいプラン』の「地区社協活動計画編」を策定する際における地域からの意見や

要望等を市川市の『地域福祉計画』の「地区別計画」に反映させるためには、『地域福祉計画』よりも『わ
かちあいプラン』の策定作業を先行させなければならないとの課題も浮かび上がりました。
次期計画の策定においては、『わかちあいプラン』の策定スケジュールを検討する必要があります。

市川市が策定する『地域福祉計画』は、全市および３つの基幹福祉圏域を福祉圏域として、この圏
域における地域福祉の推進に関する事項を定める法定計画です。
市川市の『地域福祉計画』では、Ⅰ安心と信頼のあるまちづくり　Ⅱ参加と交流のまちづくり　Ⅲ

安全とうるおいのあるまちづくり　Ⅳ自立と生きがいづくり　Ⅴ地域福祉推進の基盤づくり　の５つ
の基本目標を設定し、この基本目標にそって１９の施策を推進することとしています。
１９の施策ごとには評価指標、評価方法、目標、評価時期とともに、「公助」「共助」「自助」の役

割に則して、それぞれの努力目標が定められています。
また、地区別計画では北部、中部、南部の基幹福祉圏域ごとに目標および目標を達成するための役

割分担が示されています。
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安全とうるおいのあるまちづくり　Ⅳ自立と生きがいづくり　Ⅴ地域福祉推進の基盤づくり　の５つ
の基本目標を設定し、この基本目標にそって１９の施策を推進することとしています。
１９の施策ごとには評価指標、評価方法、目標、評価時期とともに、「公助」「共助」「自助」の役
割に則して、それぞれの努力目標が定められています。
また、地区別計画では北部、中部、南部の基幹福祉圏域ごとに目標および目標を達成するための役
割分担が示されています。
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